
 

 
 

技術資料等説明書 
 

 災害時における災害対策用機械の出動等に関する基本協定の締結に係る公告に基づく協定締結につ

いては、この技術資料等説明書によるものとする。 

 

１．公告日 平成３１年 ２月 ８日 

 

２．基本協定担当官等 

  国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所長 島本 卓三 

 

３．基本協定の概要 

（１）基本協定名 

災害時における災害対策用機械の出動等に関する基本協定 

（２）基本協定の目的 

本協定は、「九州地方整備局防災業務計画」及び「九州技術事務所防災計画」に基づき九州地

方整備局が直轄管理する区間又は直轄管理区間以外（他の地方整備局、地方自治体）において、

災害が発生若しくは災害の発生が予想される場合、九州技術事務所が迅速かつ的確に災害支援活

動を行うことを想定し、あらかじめ履行実施業者を定めておくことにより災害の拡大防止と施設

被害等の早期復旧に期することを目的とする。 
（３）基本協定の内容 

本協定の内容は、災害時における災害対策用機械の出動等（以下、「災対機械の出動等」という。）

に関する作業とする。ここで、災対機械の出動等とは九州技術事務所が保有もしくは保管する災害

対策用機械（以下、「災対機械等」という。）の運搬、設置、操作、資機材等の運搬、分解組立型バッ

クホウの分解・組立の作業とする。 
（４）基本協定区間及び締結予定業者数 

本協定の区間は、九州地方整備局が直轄管理する区間を原則とするが、「九州地方整備局防災

業務計画」に基づき災害対策本部長、災害支援本部長もしくは、応急対策本部長（九州地方整備

局長）から要請があった場合にはその限りではない。 
なお、協定締結業者数は各機械毎に１０社程度とする。 

（５）災対機械等の対象範囲 

基本協定の対象となる九州技術事務所が保有もしくは保管する災対機械等は、「別添－１」のと

おりとする。 
 
（６）基本協定の期間 

平成３１年 ４月 １日から 平成３２年 ３月３１日まで 

    

（７）基本協定締結業者の選定 

本基本協定締結業者の選定については、九州地方整備局管内における次の項目等を「別添－２」

の評価項目及び評価基準に基づき総合的に評価し、決定するものとする。 

①工事、業務、役務の提供等における施工実績 
②災害時における保有する災対機械等又はそれに類する機械の出動に関する作業（運搬、設置、

操作、分解・組立）（以下、「出動作業」という。）の施工実績 
なお、ここで言う「それに類する機械」とは、専ら災害対策用として用いられる建設

機械をいう。 
③災害時における応急復旧工事又は災害箇所の調査、測量の作業（以下、「応急復旧工事等」

という。）の実績 

④災害時における上記②又は③に関わる協定締結実績 

⑤九州地方整備局が保有する災対機械等又はそれに類する機械の製造、保守点検又は修繕の施



 

 
 

工実績 

⑥派遣作業員数及び資格保有者状況 

⑦派遣作業員が所属する部署の所在地から九州技術事務所までの距離 

 なお、①～⑤の実績を有しなくても、本公告の募集に参加できる。 
 

（８）その他 

基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に災対機械等の出動等を行う場合は、当該基本協定締結業

者の中から、前項（７）の評価に基づき協定締結業者の優先順位を決定したうえで、速やかに請負契

約を締結するものとする。 

また、災対機械等の出動等を行うにあたっては関係法令等を遵守するものとする。 
ただし、基本協定締結後においても、災害等の発生や要請がなかった場合は、災対機械等の出動

等を行わないことがあることを付記する。 
なお、本協定締結後は、保有機械及び資材等に関する情報を建設機械等検索システム「防災（機労

材）検索くん」に登録するものとする。 
 
４．参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

 

（２）下記①または②に該当するもの。 

①平成３１・３２・３３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

うち「運送」又は「車両整備」又は「船舶整備」で九州・沖縄地域の競争参加資格を有する

者であること。もしくは一般競争参加資格の申請をしていること。ただし、認定を平成３１

年４月１日時点において受けていること。 

②九州地方整備局（港湾空港関係を除く。）における平成３１・３２年度の「一般土木工事に

係るＣまたはＤ等級」又は「鋼橋上部工事」又は「維持修繕工事」又は「機械設備工事」に

係る一般競争参加資格を有する者であること。もしくは一般競争参加資格の申請をしている

こと。ただし、認定を平成３１年４月１日時点において受けていること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされていない

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされてい

ない者であること。 

     ただし、手続開始の申し立てがなされている者においては、以下の①及び②の要件を満たす場

合、参加資格を有するものとする。 

   ①手続開始の決定を受けていること。 

      ②手続開始の決定後、以下のア）～ウ）を競争参加資格申請場所のいずれか１箇所に提出して

いること。 

        ア）更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（鮮明であれば写しでも可） 

        イ）許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類（鮮明であ

れば写しでも可） 

        ウ）上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届（物品製造等） 

 

（４）協定締結参加申請書（技術資料を含む）の提出期限の日から協定締結の日までの期間に、九州

地方整備局長から指名停止を受けていないこと。 
 

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、又はこれに準ずるものとして、国土

交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 
 

（６）九州地方整備局管内に本店、支店または営業所が所在し、派遣作業員が所属する部署の所在地

から九州技術事務所まで概ね９０分で到着できること。 

（７）本協定は災害時等の緊急時を想定しており、連絡体制の確実性、簡素化を図る必要があることから、



 

 
 

協定締結対象者は、単体（経常共同企業体を除く）で参加資格を満足する者を対象とする。 
 
（８）本協定に基づく請負契約を取り交わす時点において、法定外労働災害補償制度に加入しているこ 

と。当補償制度については、元請・下請を問わず補償できる保険であること。なお、法定外労働災 
害補償には、工事現場単位で臨時加入する方式と、直前１年間の完成工事高により掛金を算出し保 
険期間内の工事を保険対象とする方式とがあるが、いずれの方式であっても差し支えない。 

 

５． 担当部局 

 〒８３０－８５７０ 
  福岡県久留米市高野１丁目３番１号 （電話 ㈹０９４２－３２－８２４５） 
      国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 施工調査・技術活用課              

 

６．基本協定締結参加申請書（技術資料を含む）の提出期限、場所および方法 

（１）提出期間 ： 平成３１年２月８日（金）から平成３１年３月６日（水）までの土曜日、日曜日お

よび祝祭日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 
 

（２）提出場所 ： 〒８３０－８５７０ 
福岡県久留米市高野１丁目３番１号 
国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 施工調査・技術活用課 
 

（３）提出方法 ： 持参または郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。）により提出する。 
 
（４）一般競争（指名競争）参加資格認定通知書、または、受付票・受理票の写しを付けること。 
 
 

７．技術資料の総合的な評価に関する事項等 

（１）評価項目と評価基準 

  「別添－２」の各評価項目について評価基準に基づき評価する。 

 

８．技術資料の作成 

技術資料は、「９．技術資料の作成方法及び留意事項」に基づき作成するものとする。 

 

９．技術資料の作成方法及び留意事項 

 

記載事項 作成方法及び留意事項 

（１） 基本協定締結参

加申請書 

① 提出様式は［様式－１］とする。 

② 代表者印を押印すること。 

（２） 協定を希望する

九州技術事務所

が保有もしくは

保管する災対機

械等 

 

① 提出様式は [様式―２] とする。 

② 協定を希望する災対機械等について、［様式－２］の表中記載

の協定希望の欄に○印を記入する。 

③ 協定を希望した災対機械等について、対応可能な作業内容を○

で囲む。 

なお、協定を希望する災対機械等、作業内容については複数

の項目を希望することができる。 



 

 
 

（３）工事、業務、役

務の提供等にお

ける施工実績 

① 提出様式は [様式―３] とする。 

対象となる実績は、平成１６年４月１日から当該公告日まで

に元請けとして完了又は平成３０年度完了予定の代表的な施

工実績を１件記載する。なお、施工実績は、国（国の機関を

含む）、県、市町村、公益民間企業（高速道路㈱等）の施工実

績とする。 

ただし、施工実績は、（４）の災害時における災対機械等の

出動作業の実績及び（５）の災害時における応急対策業務等の

実績及び（７） 災対機械等の製造、保守点検、修繕の実績を

対象外とする。 

（４） 災害時における

災対機械等の出

動作業の実績 

 

① 提出様式は [様式―３] とする。 

② 対象となる実績は、平成１６年４月１日から当該公告日までに

元請けとして完了した代表的な実績を１件記載する。出動した

災害現場は、国（国の機関を含む）、県、市町村、公益民間企

業（高速道路㈱等）の施工実績とする。 

③対象となる災対機械等は、九州地方整備局保有の災対機械等又

はそれに類する機械とする。なお、ここで言う「それに類する

機械」とは、専ら災害対策用として用いられる建設機械を言う。 

④出動作業の実績は、災害が発生若しくは災害の発生が予想される

場合に上記③の対象機械に関する出動作業を実施した実績とす

る。 
  なお、出動作業のいずれか一部でも実績として認める。 

（５） 災害時における

応急復旧工事、

応急対策業務等

の実績 

①提出様式は [様式―３] とする。 

②対象となる実績は、平成１６年４月１日から当該公告日までに

元請けとして完了した代表的な災害時の応急復旧工事等の実績

を１件記載する。応急復旧工事、応急対策業務等の実績は、国（国

の機関を含む）、県、市町村、公益民間企業（高速道路㈱等）の

実績とする。 

 

（６） 災害時における

上記（４）又は

（５）に関わる

協定締結実績 

 

① 提出様式は［様式－３］とする。 

② 対象となる協定は、上記（４）、又は（５）と同様の災害時対

応に関する協定とし、平成１６年４月１日から当該公告日まで

に締結したものの中から、代表的な実績を１件記載する。協定

の相手方は国（国の機関を含む）、県、市町村、公益民間企業

（高速道路㈱等）とする。なお、協定は単体（経営共同企業体

を除く）での締結実績とする。 

 

（７） 災対機械等の製

造、保守点検又

は、修繕実績 

 

① 提出様式は［様式－３］とする。 

② 対象となる実績は、平成１６年４月１日以降に元請けとして完

了又は平成３０年度完了予定の代表的な実績を１件記載する。

契約の相手方は国（国の機関を含む）、県、市町村、公益民間

企業（高速道路㈱等）とする。対象となる機械は、九州地方整

備局保有の災対機械等又はそれに類する災害時に使用する機

械とする。なお、ここで言う「それに類する機械」とは、専ら

災害対策用として用いられる建設機械を言う。 

 



 

 
 

（８） 派遣作業員数及

び資格保有者

状況 

  

① 提出様式は［様式－４］とする。 

② 本協定に従事する作業員数は、平成３１年４月１日現在（予定）

の作業員の数とする。なお、作業員は、所属する部署の所在地

から九州技術事務所まで概ね９０分で到着できること。  

③ 対象となる派遣作業員の資格は、［様式－４］の表中記載の資

格とする。 

 

（９） 派遣作業員の所

属する部署の

所在地 

① 提出様式は［様式－４］とする。 

② 派遣作業員の在籍部署の所在市町村名番地を記載する。 

③ 在籍部署が複数カ所存在する場合、九州技術事務所から近い

順から２カ所を記載する。 

④  九州技術事務所までの距離は、一般道での距離を記載する。 

※ 上表中（３）から（７）までの実績を証明できる資料（コピー等）を添付すること。 

 

１０．技術資料等説明書に対する質問等 

（１）技術資料等説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

① 提出期間 ： 平成３１年２月１２日（火）～平成３１年２月２２日（金）までの土曜

日、日曜日及び祝祭日を除く毎日９時００分から１７時００分まで。 

    ② 提出場所 ： ５．に同じ。 

    ③ 提出方法 ： 持参、ＦＡＸまたは郵送等（提出期間内に必着。）により提出する。 

 

（２）（１）に対する回答は、質問を受理した日から３日（行政機関の休日に関する法律（昭和６

３年法律第９１号）第１条に規定する休日（以下「休日」という。）を含まない。）以

内に次により回答する。 
① 回答方法    ： 紙による閲覧。 

② 回答の閲覧場所 ： ５．に同じ。 

③ 回答の閲覧期間 ： 平成３１年３月６日（水）までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除

く毎日９時００分から１７時００まで。 
 

１１．基本協定締結業者の決定及び通知 

本協定の締結業者については、提出された技術資料を「別添－２」の評価基準に基づき総合的

に評価し、決定する。 

その結果は、平成３１年３月１４日（木）までにＦＡＸにて通知し、その後郵送にて送付する。 

 

   また、結果通知受理後、基本協定締結業者は、協定締結の日までに競争参加資格の認定を証明

する書類（資格審査結果通知書の写し等）を５．の担当部局まで提出（ＦＡＸにて通知し、その

後郵送で可。）すること。 

 

１２．その他 

（１）技術資料の作成提出に係わる費用は提出者の負担とする。 

 

（２）提出された技術資料は、参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。 

 

（３）提出された資料は返却しない。 

 

（４）提出期間以降における技術資料の差替え及び再提出は認めない。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

用途 機械機器等名 機械番号 登録番号 規      格
緊急
指定

必　要　資　格　等

対策本部車 30-4931 車体拡幅型 有

平成19年6月1日以前の取得 大型免許(8t以上）
平成19年6月2日以降の取得 中型免許(5～11t）、
大型免許(11t以上）
平成29年3月12日以降の取得 中型免許(7.5～
11t）、大型免許(11t以上）

待機支援車 29-1992
久留米８００

す１１３７
中型、バスタイプ（4床式） 有 準中型免許

待機支援車 19-4931
久留米８００

さ６７７１
小型、4×4D 有 普通免許

情報収集車 08-4932
久留米８８
さ６１２１

4×4D 有 準中型免許（5t限定）

排水ポンプ車 25-4912
久留米８００

は　７８８
60m3/min 有 大型免許

排水ポンプ車 25-4913
久留米８００

は　８００
60m3/min 有 大型免許

排水ポンプ車 25-4941
久留米８００

は　７９９
30m3/min 有 中型免許

照明車 23-1991
久留米８００

さ８６０８
25KVAｶﾒﾗ装置付 有 準中型免許

照明車 11-1900
久留米８００

さ　９０９
25KVAｶﾒﾗ装置付 有 中型免許（8t限定）

照明車 25-4981
久留米８００

さ９４９２
25KVAｶﾒﾗ装置付 有 中型免許（8t限定）

橋梁点検車 22-1991
久留米８００

は　６４４
バケット式 有 大型免許・高所作業車（10ｍ以上）

作業車 27-4065
久留米１００

す６２４７
3t積 定員2人 2.9t吊りｸﾚｰﾝ付き
(公共応急作業車)

有
中型免許（8t限定）
玉掛け・小型移動式クレーン運転

小型土のう造成機 　5-9 180 袋/h － （ゴム履帯式　2ｋｍ/ｈ）

応急組立橋 06-1991
支間40m
 巾員6.5m

－
（組立式下路ワーレントラス橋、支間16ｍを基本に4
ｍ毎に40ｍまで架設）

応急組立橋 55-1296
支間30m
 巾員3.5m

－
（組立式下路トラス橋、支間24ｍを基本に2ｍ毎に
30ｍまで架設）

バックホウ 05-004-001 0.45m3級 － 車両系建設機械(整地等)

遠隔操縦式バックホウ 11-5-2 0.8m3級　遠隔操縦式 － 車両系建設機械(整地等)

分解組立型バックホウ 25-4931 1.0m3級　遠隔操縦式 － 車両系建設機械(整地等)

簡易遠隔操縦装置 12-1993 バックホウ用 － 車両系建設機械(整地等)

簡易遠隔操縦装置 28-063-001 バックホウ用 － 車両系建設機械(整地等)

不整地運搬車 1.4t積　ゴムクローラー式 － 不整地運搬車

災害対策用照明装置 8KVA －

資機材等

クレーン吊上 移動装置、フォークリフト移
動装置、人力移動装置、大型土嚢、大型
土嚢袋詰機、ジャッキ付コンテナ、可搬式
遠隔操作室、つかみ装置等

－

別添－１　九州技術事務所が保有もしくは保管する災害対策用機械機器
　　　　　　（災害時における災害対策用機械の出動等に関する協定対象分）

災
　
　
害
　
　
対
　
　
策
　
　
用

 



 

 
 

別添－２ 評価項目及び評価基準 

評価項目 評価基準 評価点 

 

１．工事、業務、役務

の提供等における

施工実績 

［様式―３］ 

 

■ 工事、業務、役務の提供等における施工実績。（１件） 

 平成１６年４月１日から当該公告日までに元請けとして完

了又は、平成３０年度完了予定の工事、業務、役務の提供

等の施工実績について、次のとおり評価する。 

①九州技術事務所発注の施工実績を有する。 

②上記①を除く九州地方整備局本局、事務所、管理所の 

施工実績を有する。 

③上記①、②以外の施工実績を有する。 

④施工実績無し  

 

 

 

①１０ 

② ７ 

③ ３ 

④ ０ 

 

２．災害時における災

対機械等の出動作

業の実績 

［様式―３］ 

 

■ 災害時における九州地方整備局が保有する災対機械等又はそ

れに類する機械の出動作業の実績（１件）  

平成１６年４月１日から当該公告日までに元請けとして完了

した出動作業の実績について、次のとおり評価する。  

①九州技術事務所が保有する災対機械等の出動作業実績 

②上記①以外の九州地方整備局本局、事務所、管理所が保有

する災対機械等の出動作業実績 

③上記①、②以外の災対機械等の出動作業実績 

④実績なし 

 

 

 

①２０ 

②１５ 

③１０ 

④ ０ 

 

３．災害時における応

急復旧工事、応急

対策業務等の実績 

［様式―３］ 

■ 災害時における応急復旧工事等の作業の実績（１件） 

平成１６年４月１日から当該公告日までに元請けとして完了

した実績について、次のとおり評価する。 

①九州技術事務所発注の応急復旧工事、応急対策業務等の実績 

②上記①以外の九州地方整備局本局、事務所、管理所発注の 

応急復旧工事、応急対策業務等の実績 

③上記①、②以外の応急復旧工事、応急対策業務等の実績 

④実績なし 

 

 

 

 

 

①１０ 

② ７ 

③  ３ 

④ ０ 

 

４．災害時における上

記２又は３に関わ

る協定締結実績 

［様式―３］ 

■ 災害時における災対機械等の出動作業、又は応急復旧工事等

に関わる協定締結実績（１件） 

平成１６年４月１日から当該公告日までに締結した協定実績

について、次のとおり評価する。 

①九州技術事務所との協定締結実績 

②上記①以外の九州地方整備局本局、事務所、管理所との協

定締結実績 

③上記①、②以外の協定締結実績 

④実績なし 

 

 

 

 

 

①１０ 

 ② ７ 

③ ３ 

④ ０ 

 

５．災対機械等の製造、

保守点検又は修繕

実績 

［様式―３］ 

■ 災対機械等又はそれに類する機械の製造、保守点検又は修繕

実績（１件） 

平成１６年４月１日以降に元請けとして完了又は平成３０年

度完了予定の実績について、次のとおり評価する。 

①九州技術事務所が保有する災対機械等の実績 

②上記①以外の九州地方整備局本局、事務所、管理所の保有

する災対機械等の実績 

③上記①、②以外の実績 

④実績なし 

 

 

 

 

①１０ 

② ７ 

③  ３ 

④ ０ 

 

６．派遣作業員数及び 

  資格保有者状況 

 

 

 

 

 

■ 派遣作業員数 

本協定に従事する作業員数について、次のとおり評価する。 

①従事する作業員数が４０人以上 

②従事する作業員数が３０人以上 

③従事する作業員数が２０人以上 

④従事する作業員数が１０人以上 

⑤従事する作業員数が１０人未満  

 

 

 

①１０ 

② ８ 

③ ６ 

④ ４ 

⑤ ０ 



 

 
 

 

 

［様式－４］ 

 

■ 派遣作業員の資格保有者状況 

本協定の出動等に従事できる作業員の［様式－４］の表中記載

の免許・資格等の保有状況について、次のとおり評価する。 

①保有する免許・資格等が延べ３０資格以上 

②保有する免許・資格等が延べ２５資格以上 

③保有する免許・資格等が延べ２０資格以上 

④保有する免許・資格等が延べ１５資格以上 

⑤保有する免許・資格等が延べ１５資格未満 

 

 

 

①１０ 

② ８ 

③ ６ 

④ ４ 

⑤ ０ 

 

 

７．事務所までの距離 

［様式－４］ 

■ 事務所までの距離 

派遣作業員の所属する部署の所在地から九州技術事務所まで

の距離について、次のとおり評価する。 

なお、複数ある場合は、最も近い場所を評価する。 

①３０ｋｍ以内 

②４５ｋｍ以内 

③６０ｋｍ以内 

④６０ｋｍ超 

 

 

 

 

①２０ 

②１５ 

③１０ 

④ ０ 

 


